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原発事故後，国や自治体，公的研究機関などに
よりさまざまな放射能測定が行われてきた＊1。そ
れらには必ずと言っていいほど「直ちに健康への
影響はない」「心配ない範囲内である」といった
評価が添えられている1。また，致死的損害（確率
的影響）の指標として名目リスク係数が 1 Svあたり
5.5％（ICRP 2007年勧告（Pub. 103））とされていること
を引用し，「被害は少ない」という言われ方もさ
れてきた2。さらに事故後 2年が経過し汚染地域
の除染や避難者の帰還に向けた論議が主に政府主
導で活発になってきている。そこでは「年間 1 
mSv」の追加被ばくや「20 mSv」という線量が
「受忍しうる」基準であるかのように用いられて
いる。
本稿では，これらの値が子どもたちにとってど
れほどのリスクなのか評価する。事故後 2年間

の外部被ばく線量は，比較的生活環境に近く事故
初期から測定された福島県内 7方部の可搬型モ
ニタリングポストのデータから推定する。これら
を個人線量に換算するため，自治体によって実
施・公表された個人線量計（ガラスバッジなど）との測
定比を割り出す。これらのデータがもつ意味と性
質を再確認することで被災地の子ども（と，その保護
者）が警戒すべき，全がんおよび小児白血病のリ
スク評価を試みる。
筆者は原子核物理に関する実験研究に従事して
おり，医療分野については門外漢である。しかし
ながら原発事故を契機に混乱・複雑化した科学と
住民の関係性を鑑み，自らの浅学さも顧みず愚考
する3, 4。専門家諸氏の方々には，本稿の至らない
点を存分にご批判いただき，住民にとって真に必
要なリスク評価と対応策を構築して下されば幸甚
である。

	空間線量と実効線量の関係

本来，物理的に測定し得るのは空気吸収線量
（Gy）までである。放射線（たとえば c線）は物質中（た
とえば人体）で荷電粒子（たとえば二次電子）を発生させ
エネルギーを失う。失ったエネルギーは物質に付
与され影響（たとえば晩発障害）を及ぼす。この時，放
射線により物質中で発生するエネルギーを「カー
マ（Kerma）」と定義する13。仮にそのエネルギーが
（等価的に）もれなく同じエリアで吸収されれば「吸
収線量」とカーマは等しいとみなせる14。この条
件は，ある程度の体積に，ある程度一様な照射が
あり（荷電粒子平衡が成り立ち），かつ放射線のエネル
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＊1―オープンデータ：国や公的機関の測定データ（オープンデ
ータ）は原子力規制委員会のホームページ（HP）に大部分が集約
されている5。また福島など各県HPでも地域ごとの詳細なデ
ータが閲覧・入手できる6。測定条件やサンプルの種類，検出
限界などが統一されていない不便さはあるが，測定手順や数値
の取り扱いは一定程度の水準を満たしている7。事故直後の混
乱を考えれば各機関・関係者の努力により膨大なデータが収集
されたと言える。一方，市民測定所や個人が採取したデータに
も信頼性が高いものは多数ある。測定の時期や対象が公的機関
とは異なった視点で測られたものが多く，国や自治体のデータ
を補完・検証する役割として重要性は劣らない。たとえば自宅
周辺の空間線量率を定点測定するなど，住民にとって公的デー
タより重要な意味をもつものも少なくない。これらも当然オー
プンデータとして活用されるべきものであるが，個々の測定の
信頼性を検証するのは現段階では難しい。そのため（あくまで
も筆者の力量不足が原因ではあるが）ひとまず本稿では取り扱
わない。
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ギーが高すぎない（制動放射による損失が無視できる）場
合に満たされるとみなされている。そこで日本工
業規格（JIS）では，1.5 MeV以下の光子（たとえばセシ
ウムやヨウ素由来の c線）に対し「モニタリングポスト
（空気吸収線量測定器）」を空気カーマ測定器として規
定している15。
物理的に実測された空気吸収線量（Gy）が人体・

臓器に及ぼす医学的悪影響の指標として，実効・
等価線量（Sv）が用いられる場合もある。実効線量
は実測できないため，主にシミュレーションによ
り評価される16。原子炉等規制法にもとづく原子
力安全委員会の「環境放射線モニタリング指針」
によると，実効線量は緊急時には 1.0 Sv/Gyと推
定することになっており，「モニタリングポス
ト」に対してはこの換算係数が与えられている
（すなわち Svの値＝Gyの値，図 1）17。それに対し 2011
年 11月以降，福島県内に設置された 2700台の
「リアルタイム線量測定システム」はサーベイメ
ータとして扱われ，JISに従い 1 cm線量当量＊2を
表示するように校正されている。これは周辺線量

とも呼ばれ，たとえば 0.66 MeVの c線（Cs-137由

来）に対し 1.2 Sv/Gyと換算し，表示する（すなわち
Svの値は Gyの値の 1.2倍）15, 18, 19。
原子力規制委員会の「全国及び福島県の空間線
量測定結果」では，これら「モニタリングポス
ト」と「リアルタイム線量測定システム」がHP
上で閲覧できるが，換算係数の異なる 2種類の
Sv表記が混在している20。また県内 7方部の測定
でも福島市，郡山市，白河市，南相馬市について
は，「モニタリングポスト」でありながら 2013
年 3月 31日までは 1 cm線量当量表示（換算係数 1.2 

Sv/Gy）であったと報告されている21。さらに郡山
市と南相馬市では 2013年 4月 1日から測定場所
も移動し，線量指示値は半減している。いわき市
については 2012年 4月 1日から固定型ポストに
切り替えられ，約 35％指示値が低下してい
る22, 23。
本稿では公表された情報にもとづき，これらモ
ニタリングポストで測定された累積吸収線量
（mGy）を評価する。
モニタリングポストは，設置後除染等が行われ
表示値が半減しているものも少なくない24～26。そ
もそも原発事故で汚染された後に新設された測定
器は，設置時に整地（除染）されていると思われる
ものも多い。線量計直下の半径 1 m程度を除染
すると測定値が 2割ほど減少するという評価も

＊2―1 cm線量当量（周辺線量当量）：ある場所の放射線の量を
表す物理量の 1つ。人体組織を模擬した元素組成をもつ直径
30 cmの球体（ICRU球）を置き，その表面から 1 cmの深さの
線量の値。入射方向に対する依存性がなく，あらゆる想定で計
算される実効線量より保守的な評価となる。放射線障害防止法
では外部被ばくによる実効線量として導入されている。

•モニタリングポスト（MP）
空気吸収線量率（nGy/h）を測定
HP上では 1.0 Sv/Gyとして表示される

•リアルタイム線量測定システム
•サーベイメータ
•個人線量計

1 cm線量当量率（nSv/h）を表示
1.2 Sv/Gy,　個人線量計は 1.213 Sv/Gyと
校正（0.66 MeVに対して）

可搬型 固定型

図 1―モニタリングポ
ストとリアルタイム線
量測定システム
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ある27。付近の住民がモニタリングポストから
個々の被ばく量を見積もる際には，これら測定器
が生活環境の線量を適切に反映しているか確認が
必要である。

	個人線量計の評価

福島県は 2011年 7月 8日，佐藤雄平知事名で
「ふくしまの子どもを守る緊急プロジェクト」を
発表した28。その一環として「線量計等緊急整備
支援事業（60億円）」を立ち上げ，各市町村が子ど
もおよび妊婦を対象に個人線量計を配布する場合
などの補助事業を行っている29。これは福島県が
剏設した「福島県民健康管理基金」で運営され，
基金には国から 782億円が拠出されている。こ
の基金は他にも県民健康管理調査や子どもの甲状
腺超音波検査，ホールボディカウンターによる内

部被曝検査などの事業を実施している30。
個人線量計は放射線作業従事者が管理区域内に
立ち入る期間，身につけることが法律的に義務づ
けられている測定器である（たとえば放射線障害防止法
第 20条）31。一般的には蛍光ガラス線量計（ガラスバ
ッジ）やOSL線量計（クイクセルバッジ）などが用いら
れる32。ガラスあるいは酸化アルミの検出素子と
プラスティック，アルミ，銅，錫など透過特性の
異なる複数のフィルタを組み込むことにより，
X・c線と b線の弁別やエネルギーを判定す
る33, 34。測定された空気カーマ（Gy：吸収線量と等しい

とみなす）は JISで規定された個人線量計に対する
係数 1.213 Sv/Gy（たとえば 0.66 MeVに対し）に従い 1 
cm線量当量に換算され，それを外部被ばくによ
る実効線量とみなしている（不均等被ばくの場合はいく
つかのバッジから計算で求める）15, 35, 36。
個人線量計による測定では，たとえば千代田テ
クノル（株）のモニタリングサービスを利用した
2012年度，全業種 26万 4102人の平均で年間
0.21 mSvの追加被ばくと集計され，最近 5年間
では概ね年間 0.2 mSv前後で推移している37。ま
た日本原子力研究所（現，独立行政法人日本原子力研究開
発機構，JAEA）における被ばく統計によると，作業
に伴う追加被ばくは 1970年代には全作業者平均
で年間 50 mrem（0.5 mSv）近い水準であったが，
1990年代以降には年間 0.05 mSv程度まで抑制さ
れている38。放射線作業従事者の場合，原則とし
て教育訓練や入退域管理を受けることが義務づけ
られている。また主たる線源も作業者の正面にあ
る場合が多く，比較的校正条件に近い照射を受け
ているものと考えられる。
これに対し住民，とりわけ年少者においては，
個人線量計を 24時間携行し続けること自体が困
難と思われる。さらに主な被ばく要因である屋外
活動においても，環境中に広がった線源を仮定す
ると，周囲（の土壌など）から均等に照射されること
になる。この場合，体幹などの遮蔽により個人線
量計のレスポンスは基準校正場に対し 70％程度
に低減するという調査もある39, 40。これは水の半
価層（照射線量率を 1/2にする物質の厚さ）が Cs-134, Cs-

コラム1
原発事故後の空間線量率測定

従来，空間線量率の測定は環境放射能水準調査
の一環として全国 47地点（県庁所在地など）および，
原子力施設周辺の「モニタリングポスト」で行わ
れてきた8。福島県内では 24局が稼働していたが，
原発周辺の 23局は 2011年 3月 11日の津波によ
る局舎流出や停電のため欠測が続いた9。福島市
の紅葉山局は 2011年 3月 15日 12時から復旧
し，双葉郡で行っていた水準調査を代替してい
る10。原発事故後，その紅葉山局よりも早く広域
に測定を開始したのが県内 7方部環境放射線測
定である。3月 11日 18時の白河市以降，福島
市（県北保健福祉事務所東側駐車場），郡山市，会津若
松市，南会津市，南相馬市，いわき市の各合同庁
舎で空間線量率の測定が開始された。また，3月
13日からは 20 km～50 km圏の 9カ所でも測定
が開始された。さらに 2011年度中には県内全域
に可搬型モニタリングポスト 545台（うち既設 20

台）と固定型モニタリングポスト 11基が増設され
た11。これら可搬型・固定型の「モニタリングポ
スト」と分類される測定器は 2013年 4月 1日現
在，福島県内に 577台設置され，原則として空
間線量をグレイ（Gy＝J/kg）単位で評価している12。
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137に対しそれぞれ 8.5, 8.2 cmであることを考
えると概ね妥当性があると思われ，同様の遮蔽効
果は最近のシミュレーションでも示されてい
る41, 42。つまり，個人線量計の測定は，バッジで
計測される前に体幹などにより遮蔽されるため，
「原理的に」数割程度過小評価になると考えてお
くべきである。
また福島県とその周辺では環境全体の線量が上
昇したこともありコントロールバッジ（自然放射線の
寄与を差し引くための参照用バッジ。通常は各事業所などで管

理）の取り扱いも統一されていない。たとえば県
内 7方部では郡山市が自然放射線の寄与分を
0.07 nSv/h，いわき市は 0.055 nSv/hとみなし，
測定期間を乗じた値を差し引いている43, 44。千代
田テクノル（株）に委託した福島市，白河市，南相
馬市は同社大洗研究所（大洗町成田）での原発事故前
の参照値で代替している。一方，長瀬ランダウア
（株）に委託した会津若松市では健康増進課（室内）で
コントロールバッジを保管，南会津町は当時の担
当者が代わり，コントロールバッジを用いたか，
あるいは長瀬ランダウア社（つくば市）の参照値を用
いたかは不明であった。いずれにせよ参照値は個
別に公開されていないため，福島市，白河市，南
相馬市，南会津町，および会津若松市については
相馬市（千代田テクノルに委託）により公表されている
参照値，年 0.54 mSv相当（0.062 nSv/h）が差し引か
れているものと仮定し評価する45～52。初回測定の
協力児童数は福島市 3万 6766人，郡山市（就学児）
2万 5551人，（未 就 学 児）1万 5239人，白 河 市
9737人，会津若松市 8679人，南会津町 875人，
南相馬市 5327人，いわき市 3万 1235人と公表
されているが，回を重ねるごとに測定参加者は減
少している。

子どもの累積外部被ばく線量
（Gy単位）

モニタリングポストが生活環境の平均値を反映
しているとは限らない。そもそも個々の住民にと
っては，平均値よりも個人線量のほうがより重要
である。しかしながら，個人線量計も原発事故後

の公衆被ばくに対し校正や測定条件を満たしてい
るとは言えない。これらは個別に評価する限り，
いわば「目安」に過ぎない。本稿では空間線量と
個人線量のモニタリング結果を空気吸収線量（Gy）

に換算・比較することで家屋などによる遮蔽効果
（測定比）を見積もる。
図 2は 2011・2012年度 7方部個人線量計の推

定値（mGy）と同時期のモニタリングポストの累積
値（mGy）を年換算したものである。個人線量計の
推定値はコントロールバッジの差し引き分と体幹
等による遮蔽効果（70％に遮蔽されていると仮定）を補
正している。一般に家屋遮蔽による低減係数は木
造で 0.4，コンクリート造（2階まで）0.2，3階以上
0.1などと見込まれ，屋外に 8時間滞在するモデ
ルでそれぞれ 0.6, 0.47, 0.4となる53。すなわち学
校など比較的除染されたエリアで，かつ屋内滞在
時間が長い生徒・児童については測定比 0.4～0.5
程度以下が期待される。ところが福島市と郡山市
を除きモニタリングポストに対する個人線量計の
比は 0.5程度以上となっている。これは会津若松
市や南会津町など低汚染地域では自然放射線の寄
与が多く（相対的に屋内，屋外の差が小さく）測定比が 1.0
に近づくことが影響しているものと思われる。た
だし南会津町では 1.0を超えている。これは，測
定に用いたコントロールバッジの値と本稿で仮定
した補正値との差異が影響していることも考えら

空気吸収線量 MP測定値（mGy）
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測定比 0.3

図 2―モニタリングポストと個人線量の関係（補正後）
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れるが，合同庁舎でのモニタリングポストの測定
が子どもたちの実環境に対し，やや過小評価であ
った可能性も示唆している。一方，高線量地域で
も屋内が汚染されていると，測定比は下がり難く
なると考えられる。
これらをふまえると，福島市と郡山市で測定比
が 0.3に近い水準に抑制されているのは除染効果
だけでは説明が難しく，外出時間を短くするなど
の住民の挙動（努力）が寄与しているように見える。
このように，本来の意味の（遮蔽）低減係数を評価
するためには，屋内・外の線量率の比や生活様式
の実態を摑む必要があり，別途詳細な調査が必要
である。たとえば国連科学委員会（UNSCEAR）によ
るチェルノブイリの線量評価では，空気カーマに
対する実効線量の低減係数として都市部 0.1～農
村部 0.3 Sv/Gyを用いている54。一方，JAEA が福
島市を中心に行った個人線量調査事業（成人 238人）

では，木造家屋の低減（遮蔽）係数が 0.4を下回っ
たのは 1割程度に留まるなど，国内における評
価は定まっていない53。汚染度や気候，生活パタ
ーンごとに分類することも必要であるし，「ど
の」モニタリングポストを指標にするかによって，
2～3倍程度，評価が違ってくることも考えられ
る。低減・遮蔽係数の評価は慎重さが必要だと考
えられる。
本稿では，事故初期から空間線量率を実測し，
かつ児童集団の個人線量計と直接比較することが
できた 7方部モニタリングポストによる累積値
（mGy）の 0.6倍を「生徒・児童の累積空気吸収線
量（mGy）」と推定しておくことにする。いわき市
と会津若松市，南会津町については，自然放射線
の寄与を考慮し測定比から係数 1.0と仮定する。
加えて福島市と郡山市については「被ばく低減に
取り組んだ生活パターン」として 0.3倍を仮定し
た累積吸収線量（mGy）もあわせて評価する。
ただし「発電用軽水炉型原子炉施設周辺の線量
目標値に対する評価指針（原子力安全委員会）」による
と，家屋の遮蔽係数および居住係数は，原則とし
て 1，とすることが定められている55。行政の継
続性や保守的に防護を考える観点からすれば，係

数 1が採用されてしかるべきとも考えられる。
本稿で用いる測定比は，あくまでも試算のための
一仮定に過ぎない。

	子どもの実効線量（Sv単位）

こうして推定された空気吸収線量（mGy）の平均
値は，不確実さや仮定を含むものの「測定され
た」物理量である。それに対し，実効線量（mSv）は，
放射線の種類，照射条件（方向）および体格（年齢）を
想定したシミュレーションで評価され，モデルに
より幾つかの値が得られる。法律上は最も安全側
に評価した 1 cm線量当量（0.66 MeVに対し 1.2 Sv/Gy）

を用いることが明記されている35, 36。ただし原子
炉等規制法にもとづく環境放射線モニタリング指
針では，緊急時には 1 Sv/Gy，原則的には 0.8 Sv/
Gyとすることが規定され，後者は成人に対する
回転照射条件（ROT，図 3）に近い想定によると思わ
れる17。一方，自然放射線の影響評価の一例とし
ては，UNSCEAR の 2000年報告で 0.7 Sv/Gyが
用いられており，宇宙線起源による上空からの寄
与が有意な線量域における等方照射条件（ISO，図

3）を想定していると思われる56。これは原発事故
後の現状（たとえば原子炉等規制法での想定）に対しては
10％程度過小評価になるおそれがある。また子
どもの場合，臓器を遮蔽する上層組織の量が少な
いことから実効線量係数（Sv/Gy）は計算上高くなる。
ICRPレポートでも年齢（体格）依存があることは紹
介されているが具体的な数値は示されていない。
図 3は，原子力学会の線量概念検討WGで引
用された文献（Y. Yamaguchi）の数値にもとづき，空
気吸収線量（Gy）に対する実効線量係数（Sv/Gy）の年
齢依存性をプロットしたものである57。回転照射
条件を想定すると，1～15歳平均で約 0.9 Sv/Gy
となる。学童・生徒に対しては結果的に 10％程
度過大評価になる可能性はあるが，本稿では子ど
もの実効線量係数を 1.0 Sv/Gyと仮定しておく。
これらの測定値，係数を用いた福島県内 7方

部の子どもに対する事故後 2年間の累積追加被
ばく量（mGy）を表 1にまとめる。郡山市では 2011
年 3月 24日に合同庁舎 3階から地上レベルに測
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定点が移されたため，3月 24日 18時以前のデー
タについては地上レベルでの値に補正した58。福
島県内 7方部の子どもの事故後追加被ばくは約
0.3～8 mGyと計算される。この結果は 2カ年の
放射線作業従事者の作業に伴う追加被ばくが，千
代田テクノル委託平均で約 0.4 mSv（≒0.33 mGy），
JAEA平均で約 0.1 mSv（≒0.082 mGy）であることを
考えると，極めて高いと言わざるを得ない。
なお，環境中での公衆，特に子どもの被ばくを
想定した線量評価の検討活動は ICRPでも継続中
である59。また実効線量の計算で用いられる組織
荷重係数は，各組織・臓器の放射線感受性や平均
寿命損失から，ICRPの 1990年勧告で定められ
たものである。これらは将来にわたり修正されて
ゆく性質をもつ係数である（2007年勧告でも乳房，生殖

腺などについて大きく変更されている）60, 61。そもそも各
個人の照射条件や体格，臓器の放射線感受性比が
集団の平均と一致するとも限らない。本稿では一
つの試算として子どもに対し 1.0 Sv/Gyを用いた
が，防護量としての実効線量には，「法律で定め
られている」という理由からだけでなく，安全側
評価の係数 1.2 Sv/Gyが適切だと考える。
ところで福島県が行っている県民健康管理調査
では，1 cm線量当量に対する実効線量係数を成
人で 0.6（つまり空気吸収線量に対しては 0.72 Sv/Gy）と評価
している62。これは等方照射条件（ISO）をやや保守

的に補正したものと思われるが，何ら法律にもと
づく係数ではないし，緊急時に定められた指針に
従ったものでもない。原発事故後の汚染状況に対
しては 10％程度過小評価になるおそれもある。
また低減係数についても構造物の種別に応じて一
律に与えられており，より詳細な検討が必要では
ないかと思われる。少なくともこれらの係数を見
る限り，防護側の立場に立った評価とは言いがた
い。原発事故に由来する被ばく量の評価はさまざ
まな機関・研究者によって行われるべきであるが，
それを施策に結びつける場合は，根拠となる数字
や係数の「真意」を住民に対し誠実に説明する必
要があると考える。

子どもの被ばくと
全がん罹患リスク

ICRP勧告は子どもと幼児の放射線防護につい
て明記していない63。たとえば 2007年勧告（Pub. 

103）でも，がんによる損害に調整した名目リスク
係数として（子どもを含む）全集団に対し 5.5％/Sv，
（子どもを含まない）成人に対し 4.1％/Svと評価して
いるだけである2。両評価の差異から子どものリ
スク係数が相対的に高いことは類推できるが，被
ばく時年齢や各性別に対する具体的な内訳は不明
である。一方，UNSCEARの 2006年報告（VOL-

UME 1）では放射線により誘発されるがん死割合を
被ばく時年齢階層別に記載している64。また米国
科学アカデミーの「電離放射線の生物学的影響」
に関する委員会 BEIR VII Phase 2（2006報告）でも被
曝時年齢，男女別の生涯罹患・死亡リスクが推定
されている65。これらは基本的に原爆被ばく者の
データを基礎にしているため，その調査条件の限
界から，統計的・疫学的に有意なのは 100～
200 mSv以上の線量域においてである。（特に）低
線量域における不確実さは大きいと考えておくべ
きである。ただし放射線影響研究所の原爆被ばく
者の死亡調査（第 13報）などでも 0～150 mSvの低
線量域を含め「線形モデル」が最適と示唆されて
いる66～68。
本稿では BEIR VIIで与えられている 0～10歳
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図 3―実効線量係数（Sv/Gy）の年齢依存性
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の全がん「罹患」リスク係数（米国人集団のがん統計を
ベースにしているが，被ばく時年齢の違いによる相対的なリス

クの違いを概観できる）を用いて，県内 7方部におけ
る生涯罹患数を計算する（表 1）。事故後 2年間の
推定線量だけでも 0歳女児を想定すると 1000人
に対し 0.1～4人が何らかのがんを追加発症する
計算になる。これは，広く報じられている ICRP
の全年齢，両性平均の「致死的」損害を与える係
数とは 10倍近い違いがある。これら見積もりを
周知する際は，「年齢別罹患数」についての想定
も付記されるべきと思われる。

	小児白血病罹患リスク

被ばくにより，小児甲状腺がんと同様に懸念さ
れるのが小児白血病である。稀な疾患なため絶対
数は多くないが，比較的高い線量反応を示す。被
ばく後約 2年から過剰発生し始めたという知見
もあり，特に子どもについては警戒が必要であ
る69。本稿では，英国で行われた自然放射線と小
児白血病に関する大規模症例対照研究で得られた
リスク係数（過剰相対リスク 0.12/mSv，累積 4 mSv以上で統

計的に有意）を用い発生数を見積もる70。Kendallら
の解析結果はリスク水準としては UNSCEAR
（2006年モデル）や BEIR VIIと大きく違わない。た

だし，がん登録を活用した大規模調査により，年
間 1 mSv程度の自然放射線レベルの影響を検出
しうる統計的パワー（小児がん 2万 7447症例）を実現し
ており，重要な知見である71。
図 5は 2年目までの累積吸収線量，および

2019年 2月まで居住し続けた場合の推定線量（コ
ラム 2参照）から，小児白血病の発生率（対人口 10万人）

を計算したものである。国内の小児白血病の罹患
率は国立がん研究センターがん対策情報センター
の集計表から 2004～2008年の 0～14歳平均罹患
率 2.9人（対人口 10万人）を用いた（図 5の破線）72。南相
馬市より高線量な地域では小児白血病の発症数が
通常の 1.5～2倍に達するおそれを示唆している。
ここで赤色骨髄（mSv）の線量当量換算係数には

0.8 Sv/Gyを用いた73。本評価での赤色骨髄線量（1

年目）は福島市で 2.4～4.8 mSv，郡山市と南相馬市
でそれぞれ 2.0～4.0 mSv，1.8 mSvと計算される。
WHOの 2013年レポートでは（1年目の）福島市と
郡山市に対し 4 mSvおよび 3 mSvと評価されて
おり大きな違いはない74。しかしながら南相馬市
については 5 mSvと評価しており，本稿の 3倍
程度である。南相馬市は自治体内の線量差が大き
く，合同庁舎による測定が過小評価になっている
おそれもある。保守的に考える場合はWHO評

表 1―事故後 2年目までの子どもの吸収線量と BEIR VIIのリスク係数を用いた全がん罹患率の推定

MP累積①
（mGy）注1

MP累積②
（mGy）注2

MP合計
（mGy）

空気吸収線量
≒実効線量

（mGy≒mSv）注3,注4

事故後追加
吸収線量
（mGy）注5,注6

BEIR VII 追加「罹患」数
（生涯，全がん，10万人あたり）注7

ICRP損害調整
後名目リスク係
数（死亡相当）注8女児被曝時年齢 男児被曝時年齢

  0   5  10   0   5  10

福島市 9.92 4.77 14.69 8.81 7.91 378 267 207 203 144 114 44

福島市②注9 4.41 3.51 168 118  92  90  64  51 19

郡山市 8.41 3.82 12.23 7.34 6.44 308 217 168 165 117  93 35

郡山市②注9 3.67 2.77 132  94  72  71  50  40 15

南相馬市 3.74 2.42  6.16 3.70 2.80 134  95  73  72  51  40 15

白河市 3.64 1.57  5.21 3.13 2.23 106  75  58  57  40  32 12

いわき市 1.87 0.90  2.77 2.77 1.87  89  63  49  48  34  27 10

会津若松市 1.27 0.82  2.09 2.09 1.19  57  40  31  30  22  17  7

南会津町 0.65 0.53  1.18 1.18 0.28  13   9   7   7   5   4  2

注 1：累積期間 2011/3/13～2012/2/29 注 2：累積期間 2012/3/1～2013/2/28

注 3：測定比：福島市，郡山市 0.6/0.3，白河市，南相馬市 0.6，いわき市，会津若松市，南会津町 1.0を仮定
注 4：子どもに対する実効線量係数を 1.0 Sv/Gyと仮定 注 5：事故前の自然放射線を年間 0.45 mGy（≒0.54 mSv）と仮定
注 6：千代田テクノル委託全国平均約 0.33 mGy，JAEA平均約 0.082 mGy（2年間あたり）
注 7：BEIR VII Phase2（2006）：各年齢，性別の 10万人あたり罹患数
注 8：ICRP 2007勧告：全年齢，両性平均 10万人あたりの致死数に相当する損害
注 9：高線量地域において被ばく低減に取り組んだ生活パターンを仮定（測定比 0.3）
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価（2013）のほうが適切かもしれない。

	リスクの型

公衆被ばくによる健康被害は「交通事故」など
とは性質が異なる（図 6）。本稿では（水面上の）見えて
いる部分，すなわち「がん」という一疾患の高さ
と拡がりを限られた知見の範囲で「人数」に換
算・推定したに過ぎない。それでも高汚染地域で
は，子どもの 2年目までの被ばくで 1000人中 1
～4人程度（表 1の太字），成人するまで居住し続け
た場合 100人に 1人近くが生涯のうちに何らか
のがんを誘発されるという大きさであった。また
小児白血病は自然発生の 2倍に達する可能性も
ある。はたしてこれを「小さい」と言えるだろう

か。さらに，これらは「人数」に換算されてはい
るが放射能が環境や住民に与え続ける損害の指標
と捉えるべき数値であり，交通事故における「人
数」とは異なる意味をもつ。放射能被害では，が
ん以外の疾患や，疾患に至らないまでも起こりう
る機能障害などの懸念を与える。これらの疾患は
広い範囲にまばらに発症するうえ，被ばくから数
年～数十年の時間遅れをもって顕われることが示
唆されている75～77。がんを含め放射能被害はその
実態を把握することすら（交通事故のようには）容易で
はない。その当然の帰結として，リスク評価には
不確実さが伴う。将来にわたり修正・補完されて
ゆく性質のものであり保守的に考えておくべき種
類のリスクである。その負担を（十分な説明も対策も

コラム2
空間線量率の減衰予測

空間線量率は減衰を続けているが，高い状態に
あることに変わりはない。図 4（a）には事故後 2

年間の空間線量率の推移と 2019年までの減衰予
測を示す。フィッティングには短寿命核の減衰や，
原発からの放出によるフォールアウト（降下）の寄
与が小さくなった 2011年 9月以降のデータを用
いている。セシウムを考慮した半減期 2年と 30

年の減衰項に加え，汚染物質の移動（流出・沈降）な
どによる「速い減衰」を代表させるため，半減期
2000時間の項を含めた。モニタリングポストは
定期的に調整されるため，値が不連続に変化する

場合がある。また機器不調による（と思われる）ドリ
フトなども生じる。ここでは 3つの減衰項で比
較的誤差の少なかった郡山市，南相馬市，いわき
市（2012年 4月 1日の固定ポスト化前後のデータはフィッ

ティングからは除外した）について評価する。実質的
に 1.5年分のデータからの外挿であり，不確かさ
は大きい。また今後（モニタリングポスト周辺だけでは
なく）地域全体の面的な除染が進めば，この予測
値よりも被ばく量は抑制できる。ただし現状程度
の減衰ペースが今後，数年以上続くなら，2019

年 2月までの累積線量は事故後 2年間の倍以上
になる可能性がある（図 4（b））。
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なしに）被災地の子どもたちに負わせるなど，あっ
てはならない。
また，統計によれば日本人の 100人に 50人は

がんを罹患する78。この 50人と原発事故による
被ばく由来の 1人を弁別することはおそらく困
難である。このことは，将来がんを罹患する可能
性のある 51％の子どもとその保護者すべての心
に苦痛を与えかねない。あるいは被ばくを避け外
出を控えた結果，個人線量を下げることはできた
としても，外遊びや運動が不足する生活が子ども
たちにとって健康的とは言いがたい79。これらは
すべて原発事故に起因する実害である。使われる
ことになる抗がん剤の量に対してだけでなく，モ

ニタリングポストの表示値に応じて早急に対処さ
れるべき損害だと考える。

	「年間追加被ばく1mSv」

たとえば，いわき市ポストの事故後 2年間の
追加被ばくは（固定型ポストへの変更があり，やや過小評価
のおそれはあるが）1.87 mGyである。いわば年間 1 
mSvの追加被ばくが 2年続いたのと同等と考え
られる。これによる追加発症は 0歳女児を想定
しても 100人中 0.1人以下と計算される（表 1）。
この数字の受け止め方はさまざまだと思われるが，
この程度が「小さい」と思える上限かもしれない。
内部被ばくや，農業生産などの社会的条件も別途
考慮されるべきではあるが，事故後 1～2年目の
年間追加被ばく量が 1 mSvという水準は，事故
から数年後に帰還を検討し得る目安でもあると考
えられる。
モニタリングポストの累積値（Gy）を実効線量係
数 1.0 Sv/Gy，低減係数（測定比）1.0で評価した「年
1 mSv」は，国内の住民を保護するため原発事故
後も有効であるはず

4 4

の告示でもある35。原発事故
後の 2年分に加え現在も被災住民の外部被ばく
量は蓄積し続けている。国連人権理事会の勧告を
待つまでもなく，行政にも市民にも改めてこの指
標を見つめ直してほしいと願う80。
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